
四條畷市開発指導要綱フロー図
2⃣事前協議（市街化調整区域）
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注１） 返却までの日数は、決裁等の状況により延びる事が有ります。

注２） 消防本部及び水道事業については、個別で別途協議となります。詳細については、以下にお尋ねください。

大東四條畷消防本部　警防課（TEL：072-875-0119）　大阪広域水道企業団四條畷水道センター（TEL：072-876-6221）

凡例

事前協議書類提出

協定書類提出

受付・決裁・返却

指導内容書

作成・返却

受付・市各課送付

協定完了

４日

５日

目安処理期間

（市役所開庁日） 事前相談

～

大阪府へ

事前協議書類提出

大阪府から

事前協議結果返却

１０日

１４日

～

市各課・地元協議

市役所の作業

開発者の作業

大阪府の作業

上記以外の重要事項


